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平成 18 年度諸外国の国土政策分析調査－ベトナムの国土政策事情－ 

 
本報告書は、平成 18 年度諸外国の国土政策分析調査のうち、ベトナムの最新の国土政策

事情について、現地訪問調査（平成 19 年１月実施）での入手情報（ヒアリング情報および

文献情報）、平成 18 年度国土政策セミナーでのベトナムからの招聘者の報告資料、本調査

の各国の国土計画概要のうちベトナムに関するもの、ベトナムの国土計画関係機関の計画

書（公表資料）、その他既存文献を活用してまとめたものである。 

 
１．ベトナムの国土政策の背景事情 

ここでは、海外投融資情報財団が 2006 年に出版した『ベトナムの投資環境』（参考資料

１）に基づいて、現在のベトナムの国土政策の背景をなす政治システム、基本政策、イン

フラ整備情況、地域概況について整理した。 
 
（１）政治システム 

 1976 年に建国されたベトナム社会主義共和国の政治システムは、ベトナム共産党による

一党支配であり、共産党が国家を指導する体制になっている。（詳細は以下の諸図表参照） 

 

政治システム概要 

国名 ベトナム社会主義共和国 

建国 1976 年 7 月 2 日 

政体 社会主義共和国（ベトナム共産党の指導による社会主義国） 

政党 ベトナム共産党の一党体制 

元首（大統領） 国家主席 

立法権 国民議会 

行政権 内閣 

首相 

司法権 最高人民裁判所 

国家機構 党が国家の基本的指針や方向性を決定 

それを受けて、行政機関が政策を執行 

地方行政区画 地方の省級（5市 59 省）、県級、村落に区分 

行政区画毎に、人民評議会（議会）と人民委員会（執行機関を設置） 

資料：参考文献１ 
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全国代表者大会全国代表者大会

中央執行委員会

書記長 ﾉﾝ･ﾄﾞｯｸ･ﾏｲﾝ
中央執行委員100人
６ヶ月に１回定例会

（党の政権を起案・決定）

中央執行委員会

書記長 ﾉﾝ･ﾄﾞｯｸ･ﾏｲﾝ
中央執行委員100人
６ヶ月に１回定例会

（党の政権を起案・決定）

国民議会

議長 ｸﾞｴﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｱﾝ

国民議会

議長 ｸﾞｴﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｱﾝ

政治局

政治局長15名
書記長、
国家主席、
首相、等を含む
（党の事実上の政
権決定機関）

政治局

政治局長15名
書記長、
国家主席、
首相、等を含む
（党の事実上の政
権決定機関）

書記局

書記局長 ９名

書記局

書記局長 ９名

中央監査委員会

（党の
最高規律検査機関）

中央監査委員会

（党の
最高規律検査機関）

各中央委員会各中央委員会

地方省級党委員会地方省級党委員会

県級党委員会県級党委員会

村級党委員会村級党委員会

選出

選
出

共産党の組織図

 

出所：同上 

国家主席 ﾁｬﾝ･ﾄﾞｳｯｸ･ﾙｵﾝ国家主席 ﾁｬﾝ･ﾄﾞｳｯｸ･ﾙｵﾝ

立法機関立法機関

行政機関行政機関

司法機関司法機関

国民議会
議長 ｸﾞｴﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｱﾝ

国民議会
議長 ｸﾞｴﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｱﾝ

内閣
首相 ﾌｧﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｶｲ

内閣
首相 ﾌｧﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｶｲ

最高人民裁判所最高人民裁判所

・憲法・法律の制定・改正
・国家主席、首相、議長、最高裁長官等の選出
・国家経済開発計画、財政予算・決算の審査・
承認

省等国家機関（２６）

地方省級党委員会地方省級党委員会

県級党委員会県級党委員会

村級党委員会村級党委員会

（２００３年４月末現在）

国家機関の組織図

 

共産党の組織図

国家機関の組織図

出所：同上
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中央

省
（59)

中央直轄市（５市））

ハノイ、ホーチミン、

ハイフォン、ダナン、カントー

県 省直轄市 市 区 県 市

町 村 坊 村 坊 村 坊 町 村 坊 村

中央・地方行政単位

省レベル
（第１級行政区）

県レベル
（第２級行政区）

村レベル
（第３級行政区）

（注）「村」は主に農村部に位置する「行政村」である。「坊」は都市部に位置する。
（注）2003年１１月現在、６中央直轄市○省がある。
（出所）今井 昭夫、岩井美佐紀 編著「現代ベトナムを知るための60章」による。

政府組織図（26 省等機関） 

Prime Minister 
首相 

 Vice Prime Minister 
副首相（３人） 

 
  

Ministry of Defense 
国防省 

Ministry of Industry 
工業省 

Ministry of Police Security 
公安省 

Ministry of Planning and Investment 
計画投資省 

Ministry of Foreign Affairs 
外務省 

Ministry of Health 
保健省 

Ministry of Justice 
司法省 

Ministry of Science And Technology 
科学技術省 

Ministry of Finance 
財務省 

Ministry of Post and Telecommunication 郵
政通信省 

Ministry of Trade 
商業省 

Ministry of Natural resouces and Environment 
資源環境省 

Ministry of Labor,War Invalid and Social Affairs
 労働傷病兵社会問題省 

Ministry of Interior 
内務省 

Ministry of Transport 
交通運輸省 

Office of The Government 
政府官房 

Ministry of Construction 
建設省 

State Bank of Vietnam 
ベトナム国立銀行 

Ministry of Fisheries 
水産省 

Comminittee of Phisical Traninig amd Sport
体育スポーツ委員会）  

Ministry of Culture and Information 
文化情報省 

Comminittee of Nationalities 
民族委員会  

Ministry of Education and Training 
教育訓練省 

Comminittee for Population,family and children
人口家族児童委員会 

Ministry f Agriculture And Rural Development
 農業農村開発省 

State of Inspectorate 
国家監査院 

出所：同上 
  
 

中央・地方行政単位 

出所：同上
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地方行政区画（5市 59 省） 

 
出所：同上 
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（２）ベトナムの基本政策 

1980 年代に入り、社会主義的経済運営の行き詰まりとソ連を初めとした友邦国からの援

助の停滞から経済危機に陥ったベトナムは、1988 年 12 月の第６回のベトナム共産党大会に

おいて、計画経済路線に代えて、市場経済に則った「ドイモイ政策」（「ドイモイ」はベト

ナム語の「刷新」を意味する）と呼ばれる新たな経済改革路線を採択した。この「ドイモ

イ（刷新）政策」は、旧ソ連の「ペレストロイカ」に倣ったものであり、対外経済開放、

企業自主権拡大、農家請負制導入などの資本主義的な制度を採り入れている点に特色があ

る。ベトナムは、この「ドイモイ政策」の下で、急速に経済発展を図ってきたが、1990 年

代に入ると、グローバリゼーションの流れに影響され、東アジアでも国境を越えた経済関

係の構築の気運が拡がり始めた。このため、束アジアの中心に位置するベトナムも、この

流れに呼応して､ASEAN などの地城経済への、さらに進んでＷＴＯなど国際経済への統合を

進め、国際経済のダイナミズムに乗って将来における自国の経済発展を図る途を歩んでい

る。（以下の２つの表参照） 

ベトナム社会主義共和国の略史 

 (1976～86 年) 
社会主義国家の

建設と挫折 

親 ソ 路 線

へ 
1976年 南北統一、ベトナム社会主義共和国発足 
1977年 国連加盟 
1978年 カンボディア侵攻、米日等対ベトナム経済封鎖へ

1979年 中越戦争、ボートピープル続出 
1986年 ドイモイ（刷新）路線採択（第６回共産党大会）

全 方 位 外

交路線へ 
1987 年 外国投資法成立 
1989年 カンボディアから撤退 
1991年 カンボディア和平パリ協定、対中国関係の正常化、

最大の援助国ソ連崩壊、全方位外交へ 

(1987 年以降) 
市場経済化によ

る経済発展 

地域・国際

経 済 と の

統合へ 
 

1995 年 WTO 加盟申請、ASEAN 正式加盟、対米国外交

関係樹立 
1998 年 ASEAN 首脳会議開催、APEC 加盟 
1999年 中越陸上国境協定締結 
2000年 中越トンキン湾領海確定協定締結 

対ロシア（旧ソ連）債務削減で合意 
クリントン米大統領訪越、北越通商協定締結 

2002年  中国・ASEAN 自由貿易協定締結包括合意 
2003年  日越投資協定締結 
2004年  アジア欧州会議（ASEM） 首脳会議開催 
2006 年 APEC 首脳会議開催 

出所：同上 
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基本政策の推移 

 

出所：同上 



 7

（３）交通インフラの整備状況 

ベトナムの交通インフラの整備状況は、現状では多くの問題を抱えており、その整備が

緊急の議題となっている。 
①道路 

道路の総延長距離は、約 110,000km で、舗装率は約 26％と低い水準にとどまっている。

幹線道路はほぼ舗装されてはいるが､総じて幅員、舗装状況等、改善の余地が大である。主

要ルートを概観すると以下のとおりである。 

国道１号線 ・国道１号線は、ハノイ～ホーチミン間(1,800km)をつなぐ縦断道路である。

基本的には片道一車線で､大都市を通過する部分には片道２車線に整備さ

れているところもある。 

・国道１号線の整備については、世界銀行(ハノイ～ヴィン間、ホーチミン

～カントー間)とアジア開発銀行(ホーチミン～ニャチャン間)がそれぞれ

借款を供与。日本も、ダナンーフエ間のハイパントンネルの建設に対して

借款を供与している｡ 

・ハノイ～ホーチミン間の国道１号線でのトラック輸送は、片道３泊４日か

かっている。 

国道５号線 ・国道５号線 (130km)は､ハノイ～ハイフォン間を通じる高速道路である｡

所要時間は、約２時間半程度。 

・ただし、コンテナを積んだトラックにはスピード制限があることから、ハ

イフォン港からハノイまで片道４時間程度かかる｡ 

国道 16 号線 ・国道 18 号線(160km)は、ハイフォン港の補完港として建設中のカイラン港

とハノイとを結ぶ道路であり、現在円借款で改良中である。 

東西回廊構

想 

・東西回廊構想は、ベトナム中部のダナン港とミャンマーのモーラミャイン

港を結ぶインドシナ半島横断道路（1,600km)の建設構想である。 

・現在建設中の第二メコン国際橋(2km、現在はフェリー）が完成すれば(2006

年を予定）、タイのバンコクまでは約 2,000km で陸路での到達が可能とな

る。 

資料：同上 

 
②.鉄道 

現在運行中の路線は、総延長 3,016km である。ベトナムの鉄道は､いずれも老朽化してい

る上、単線､ディ－ゼル機関車のため時間がかかる。円借款でハノイ～ホーチミン間の 17

橋梁を架け換える工事を開始した(2010 年竣工予定）。主要な路線は以下の通りである。 

ハノイ～ホ

ーチミン線

（1,726km) 

・1976 年運行再開、老朽化で速度制限がある。ハノイ～ホーチミン間の運

行列車数は１日５往復、所要時間は、最短で旅客 29 時間、貨物 60 時間。

将来的には 24 時間を目指している。 



 8

ハノイ～ド

ン ダ ン 線

（164km) 

・運行列車数は１日３往復、所要時間は、約６時間。このほかに中国の南寧、

桂林、北京へとつながる国際列車が週に２往復。 

ハノイ～ハ

イフォン線

(102km) 

・運行列車数は１日９往復、所要時間は、急行で約２時間。 

ハノイ～ラ

オ カ イ 線

(294km) 

・運行列車数は１日５柱復、所要時間は、約 10 時間。このほかに中国の昆

明へとつながる国際列車が週に２往復。 

資料：同上 

 
③港湾 

 ベトナムの海岸線は 8,260km あり､全国に 78 の海港が点在している。そのうち次の８つ

が主要港である。 

サイゴン港 ・サイゴン捲は、具体的には４港に分かれており、いずれも河川港で､２万

トン級の船しか入れない。将来的には､８万トン級が入舶できるように、

ホーチミン市の南に、サイゴン港の外港として、カイメップ・チィ－バイ

国際港湾を建設中である【2010 年竣工予定】。 

ハイフオン

港 

・ハイフオン港も河川港であり、大型船は入れない｡ハイフォ」ン港第２期

拡張工事を推進中で、浚渫、コンテナパース建設を行っている(2006 年竣

工予定）。 

ダナン港 ・ダナン（ティェンサ）港は、国内第３位の貨物量を政扱っているが、現在

は大型船の入港が不可能なため、バース・防波堤・アクセス道路等を整備

中である<2006 年の竣工予定）。 

カイラン港 ハイフォン港を補完する国際商業港とするため、北部ベトナム最初の深海港

として建設され、2004 年６月からコンテナ･ターミナルが開業した。 

クァロー港 ・中北部ゲァン省にある海港。 

クィニョン

港 

・中部ピンディン省にある海港。 

ニャチャン

港 

・中部カインホア省にある海港、ホーチミン市の北 320km に位置する。 

カントー港 ・メコンデルクの中心カントー省にある河川港。 

資料：同上 

 
④.空港 

 現在、国際空港は以下の３ヵ所ある。このほかに、カンホア省のカムラン空港国際空港
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化計画やドンナイ省のロンタン国際空港建設計画がある。なお、ベトナムには、航空会社

として、ベトナム航空とパシフィック航空の２社がある。（海外投融資情報財団 2006） 

 

ノイバイ空港（ハノイ市） ・新国際空港開発計画がある。 

タンソンニャット空港（ホーチミン市） ・新ターミナルビル建設に着手、供用開始は 2006

年末を見込んでいる。 

ダナン空港（ダナン市） ― 

資料：同上 
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（４）北部、中部、南部各地域の特色 

南北に長いベトナムは､その歴史的､地理的、気候的要因に起因する発展形態の違いなど

により、北部､南部と２つの地域に分けて語られること、あるいは北部、中部、南部の３地

域に分けて語られることが多い。 

 歴史的背景からいえぱ、19 世紀以降でみても、フランス領インドシナ下での解体（北部、

中部、南部と異なった植民地体制下におかれた）、ジュネーブ協定調印による南北分割（北

緯 17℃線が軍事境界線に設定された）など、幾度か物理的に分断されてきた。1976 年のベ

トナム社会主義共和国成立（南北統一）以前には、「北は社会主義体制」、「南は資本主義体

制」と政治経済体制も異なりでおり､南の方が市場経済体制導入基盤が整備されていたため､

外資の流入状況についても､つい最近まで南が圧倒的にリードしてきた。また、北部の紅河

デルタと南部のメコンデルタは､ベトナムにおける農業生産高の釣５割を占める穀倉地帯

であるが、それぞれのデルタで培われた農民の特徴が､それぞれの地域の人々の性質に影響

を与えているともいわれており、「我慢強く堅実な北部人」「おおらかでその日暮しの南部

人」といわれる。 

 こうした歴史的な要因以外にも､地理的には中国に隣接する北部と、ASEAN (カンボジア）

に隣接する南部、四季のある北部に常夏の南部、と対比して語られる事が多い。なお、北

部は行政都市ハノイを中心に発展し､南部は､経済都市ホーチミンを中心に発展しており、

両都市の関係を中国の北京と上海に例える事も出来る。 

 中部は、ベトナム第３の商業都市ダナンを中心に発展している地域であるが、北部と南

部のそれぞれの発展を後目に開発が遅れている。地理的には、細長い地形に山脈が走って

おり、気候にも恵まれないことから、農業生産量の伸び率も低く、工業化の基盤も脆弱で

ある。しかし、ベトナム政府も中部の発展を重要課題としていることや、東西回廊の開通

などを起爆剤とし、今後の発展が期待されている。 
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２．ベトナムの国土政策関連計画システム 

 
ベトナムにおいては、国土の空間的発展に関わる主要な計画体系として、社会・経済開

発計画と都市・地域計画（建設マスタープラン、空間計画などと呼ばれるフィジカルプラ

ン）のふたつが存在する。前者は計画・投資省、後者は建設省がそれぞれが所管する。ほ

かに国土政策に関係するものとしては、資源環境省所管の土地使用計画（2003 年の土地法

改正以降実施）、工業省の産業計画等の部門別計画があげられる（参考資料２）。 

 
（１）社会・経済開発計画 

①社会・経済開発政策の推移 

国家の社会・経済開発政策文書としては、「社会・経済開発 10 ヵ年戦略」（10 ヵ年戦略）

と「５ヵ年計画」がある。現行のものは、2001-2010 年を計画期間とする第二次 10 ヵ年戦

略と 2006-2010 年を計画期間とする「社会・経済開発５ヵ年計画 2006-2010」（第８次５ヵ

年計画）である。 
ベトナムにおける社会・経済開発政策の推移を整理すると以下の通りである。 

1955-1960 - 北ベトナムにおける戦後経済復興計画（1955-1960）と経済転換・開

発３ヵ年計画（1958-1960）の策定、審議、実施 
1961-1965 - 第１次社会経済５ヵ年計画：重工業の発展、大規模建設プロジェク

トに重点をおいた北部の工業化の実施に注力 

ベトナム

社会主義

共和国建

国以前 
1966-1975 - 戦時開発計画（1966-1975）：北部の戦時経済開発計画を策定。これは

南部への物流支援だけでなく人員補充計画でもあった 
1976-1985 
【ドイモイ政

策採択以前】 

- 第２次５ヵ年計画（1976-1980）：社会主義の技術的基盤の確立、新し

い経済構造の構築、人々の居住水準の改善 
- 第３次５ヵ年計画（1981-1985）：農業、輸出、生産物の消費の促進

同建国以

降 

1986- 
【ドイモイ政

策採択以降】 

- 第４次５ヵ年計画（1986-1990）：総合的経済革新プログラム 
- 社会経済の安定化と開発戦略 1991-2000：社会主義に至る過渡期の基

本戦略および方向付け*1 
- 第５次５ヵ年計画（1991-1995）：経済成長の安定 
- 第６次５ヵ年計画（1996-2000）：経済成長水準のさらなる向上のため

の資源の効果的な活用と開発 
- 社会・経済開発戦略2001-2010：2020年を目途に先進工業国となる

ための基礎を築き、社会主義路線に沿った工業化・近代化を加速す

るための戦略*2 
- 第７次５ヵ年計画（2001-2005）：安定した成長、工業化・近代化事

業の推進、経済構造・就業構造改革、経済競争力の強化、対外経済

拡大、貧困撲滅、経済・社会インフラ強化、社会主義に沿った市場

経済体制形成*3 
- 第８次５ヵ年計画（2006-2010）：経済成長率の引き上げによる迅速

で持続的な発展への転換の達成、国の低開発状態の速やかな脱却*4

資料：*1 参考資料３、 *2 参考資料４、 *3 参考資料１、 *4 参考資料５ 
上記以外は本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 
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②社会・経済開発計画の策定主体と役割 

社会・経済開発計画は政府と党の公式協議の後に決定される。10 ヵ年戦略、５ヵ年計画

とも、その案の作成には計画・投資省所管の開発戦略研究所（DSI）があたる。DSI の説明

によれば、これらの計画は国家の発展について幅広い視点から立てられるマスタープラン

であり、より具体的な計画（都市計画や産業計画はそれにあたる）は、これらのマスター

プランに従ったものでなければならない（参考資料６）。 

10 ヵ年戦略が作成されるようになったのはドイモイ以降であるが、５ヵ年計画は、長ら

く、ベトナムの戦略計画を構築する大切な支柱であった。５ヵ年計画は、具体的には次の

ような役割を持つ、といわれる。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

- 国家社会・経済計画は、5年ごとの国家の基本計画として作成されてきている。 

- 国家社会・経済計画は、国内・国外から投資を呼び込むための基礎となっている。 

- 国家社会・経済計画は首相が決定する地域の社会・経済計画の重要な基本となっている。 

- 全国にわたり段階的にインフラ網を構築している。 

  省（province）レベルでは、計画・投資局(DPI)が主導的役割を持つ。ボトムアップ・ア

プローチが採用されており、地方政府（村（行政村。社とも訳される）、県、省）が上位レ

ベルの政府に提案を提出し、そこでまとめられ、最終的には計画・投資省（MPI）に提出さ

れて、国土全体について統合されることになる。これまで、５ヵ年計画では、国土全地域、

および全経済生産部門に対する目標と詳細な生産目標が示されてきた。計画のベースとな

っている経済、社会、貧困に関するデータや予測の基礎として用いられたデータは、政府

の情報ソースによるものである。 

下図は全国レベルの 10 ヵ年戦略と、地域レベル（特定地域、省、市、県）の計画の制度

的位置づけを整理したものである。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

全国レベル・地方レベルの社会・経済開発計画の関係 

National strategy for Socio-Economic 
development perod 2001-2010

Prime minister/  
Steering committee 

for National 
Strategy/Editor 

board for National 
Strategy /

Resolution No. 
56/2006/QH11

Socio-economic development plan for 
focal regions and other regions

Ministry of Planning 
and investment

Socio-economic development for 
city/province 

Socio-economic development for 
District

Types of Plan Agencies 
resiponsible for Formulation bodies

Local Authority for 
Planning and 
investment

Direction No 32 
/1998/CT-TTg  date 

23rd September, 
1998

National Assembly

Legal Basis

Prime Minister

 
出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 
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ひとたび 5 ヵ年計画（国レベル、地方レベルとも）が承認されると、それは各省庁・地

方政府からの毎年の予算提案の基礎となる。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照）。

五ヵ年計画の中には国家予算についての部門別配分額や地域別配分額が記述されており、

国の機関や各省（Province）は、その配分を踏まえた開発計画やプロジェクトリストを用

意する。なお、五カ年計画の計画目標は金額ベースであらわされているが、その目標額中

の国家予算の割合は約 20％に過ぎない。残りは外資の投資、ODA、証券・金融市場での資金

調達等を見込んだものであり、希望的な目標値である。すなわち、五ヵ年計画の目標値の

うち、確実性を持って実行しうるのは、自前資金の 20％である。DSI の説明によれば、確

実性の高いこの国の予算分は、整備が欠かせないインフラや、社会的な問題を解決するプ

ロジェクトなどを実施するための所要資金として使われるという（以上、参考資料６）。 

 

（２）都市・地域計画（建設マスタープラン、空間計画） 

①都市・地域計画制度充実への取り組み 

ベトナムの都市・地域計画は、各種関連法令を寄りどころに立案・実施されてきたが、

様々な法令を参照する作業は煩雑であった（参考資料２）。こうした状況を改善するとと

もに、都市・地域計画（建設マスタープラン、空間計画）の制度的な位置づけを明確化す

るものとして、近年注目すべきふたつの出来事があった。それらは以下のものである。 

- この種の計画としては初のこととして、1998年1月23日、首相が「2020年までの国家総

合都市開発計画」 (NCUDP、政令第10/1998/QD-TTg号)に承認の署名をした。（「各国の

国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

- 国家主席が2003年11月26日、建設法を公布した（施行は翌年）。この法律の第１章、第

２章が計画に関する規定であり、うち第２章が建設マスタープラン（言い換えると、都

市・地域計画もしくは空間計画）についてのものである。第２章中の第12条で、建設マ

スタープランの三体系、すなわち、地域建設マスタープラン、都市建設マスタープラン

（都市建設のための基本マスタープラン、都市建設のための詳細マスタープランを含む）、

農村集落の建設にかかるマスタープラン、について規定しているほか、計画の策定手続

きや策定主体などについて、この章に定められている。(参考資料２、７) 

しかし、この建設法の施行、ならびに関連する法令の整備（2005年）によっても、都市・

地域計画システムは制度改善の余地がある。それは、建設法では都市の定義がされておら

ず、別途政令第7号を見なければならない、また、同法には移転補償の規定がなく、それは

政令第178号を見なければならないといったように、他の様々な法令を参照しなければなら

ない、という問題がまだ解消されていないためである。また、ベトナムの都市・地域計画

関連法令には計画を遵守しない場合の罰則規定が設けられていないため、法的拘束力に乏

しいといった問題もある。こうしたことから、建設法第２章を都市計画法として独立させ、

あわせて規定の充実を図ろうという考え方があり、その法案が策定途上にある。（参考資料

２） 
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②都市・地域計画の策定機関と策定概況 

行政の権限の観点からみると、建設省あるいは省・市の建設局が都市・地域計画（マス

タープラン、あるいは土地利用計画）を所管している（「各国の国土政策の概要－ベトナム

－」参照）。建設省は、ベトナム国内の全ての地域計画実施を指揮する責務を有し、現状に

おいて以下の取り組みを行っている(参考文献７)。 

－複数省にわたる地域計画：経済開発地域（北部内陸および山岳地域、紅河デルタ地域、

南東部地域、メコンデルタ地域）について作成している 

－省地域計画：64 の省若しくは都市（中央政府が直轄するもの）のうち 40 が作成され、

その他については現在準備中 

－複数県にわたる地域計画：近く世界自然遺産として認定されるバビ湖地域について

作成することが提案されている 

－県地域計画：省の地域計画を具体化するため作成されることになっている 

－大都市地域計画：最も大きな大都市地域計画は首都ハノイとホーチミンを対象にす

るもの 

－特定経済地域計画：北部主要地域、中部主要地域、東部主要地域 

ベトナムの中央政府が現在直轄しているのは、64 の省若しくは都市である。ベトナムの

地方自治体には現在、10 の計画機関と 30 近い計画研究組織（機関として認められるだけの

要件を満たしていないもの）が存在しているが(参考資料７)、ほとんどの計画は、都市農

村計画研究所(NIURP)またはその姉妹機関（南部に所在）が準備している。いずれも建設

省の所轄機関である。（以上、「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照）。 

ベトナムの都市・地域計画の策定における NIURP の果たしてきた役割は大きく、ベトナ

ムの都市・地域計画は NIURP とともに生まれ、歩んできたとも言われる。NIURP は 1956

年、建設省都市課として設立された。その後 50 年間、450 名以上の都市計画プランナーが、

地域計画、都市計画、都市詳細計画、農村計画といった多数の計画プロジェクトに取り組

んできた。現在、ハノイの NIURP 本部に 310 名、ホーチミンの分室に 110 人、ベトナム中

部地域のダナン市に約 30 名が勤務している (参考資料７) 。地方の 10 の計画機関にも職

員を出向させ、計画づくりの支援を行っている（参考資料２）。 

 

③都市・地域計画の体系と他計画との関係 

都市・地域計画は、詳細性に関して、①指針計画（国土政策）、②地域計画、③総合計画

（省または市）、④詳細地区計画（県、区、工業地区、開発プロジェクト）、の 4 つのレベ

ルで策定される。ほとんどは、西欧の土地利用計画のように許可するというよりも、特定

の立地における特定の土地利用に対して規範的な計画である。（下図および「各国の国土政

策の概要－ベトナム－」参照） 
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出所：本報告書「各国の国土政策

の概要－ベトナム－」 

 

都市地域に適用される計画には、①社会・経済開発②部門別開発③空間デザイン（また

は建設、マスタープランとも呼ばれる）という、それぞれ異なる省庁によって所管される 3

種類の計画がある。（下図表および「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

 
都市部に適用される３タイプの計画 

社会・経済開発計画 社会・経済開発計画は、開発戦略であるが、具体的な開発・投資の

目標を設定し、部門別計画（交通、産業、教育、福祉など）を含む

提案を（しばしば優先順位を示さずに）統合する役割も持つ。社会・

経済開発計画や、地区やコミューン、より上位レベルで併せたもの

も含めて、政府の全てのレベルで作成される。 

都市・地域計画 都市・地域計画（フィジカルプラン）は、省、市、県、あるいはさ

らに詳細な開発地区におけるにおける土地利用、建築、インフラの

空間的配置の提案を示すものである。ベトナムにおける都市・地域

計画は英語では「空間計画(spatial plans)」、「マスタープラン

(master plans)」あるいは「建設計画(construction plans)」と様々

に訳されるが、これらの用語は同義である。 

部門別開発計画 部門別開発計画は、個々の部門（水供給、都市交通、国有企業、産

業など）の成果に対して、目標と戦略を示したものである。 

出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

Orientation of Comprehensive National Urban 

Development Plan 

Regional plans 

Master plans 

(City -provincial policy) 

Detailed plan  

(Districts, wards, industry zones, or development 

projects) 

Physical Planning system 
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出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

 

異なるレベルの行政組織間の計画調整システムの原則 

National strategy for Socio-Economic 
development (national policy)

Oriented plans (national 
policy) Government 

Socio-economic development plan for 
focal regions and other regions Regional  plans Not clear

Socio-economic development for 
city/province 

Master plans (city -provincial 
policy) City/provincial Government 

Socio-economic development for 
District Local district government 

Local ward/commune 
government

Detailed plan (ward, industry 
zone, or project) 

Spatial planning system
Implementation bodies at 

different level of 
Social Economic development planning 

system

 
出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

 

都市・地域計画が社会・経済計画に従うという意図された連続性は必ずしも確保されて

いない。実際、都市・地域計画は物的・空間的構成要素を与えるものであるから、社会・

経済計画や部門別計画よりも長期の計画であることが求められている。この連携の欠如は

おそらく、計画機関が経済・社会的側面を見過ごしがちである一方、社会・経済計画のプ

ランナー（計画・投資省の傘下にある）は投資プログラムの空間的・環境面での関係を見

落としがちだからであろう。その結果、都市・地域計画はあまりに抽象的で“現実世界”

に対する配慮が不十分である。社会・経済計画と都市・地域計画との間の連携が不十分で
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あることは、中央・地方組織の権限の重複の問題とも関連している。これらは、①プロジ

ェクトの評価と承認の手続きが複雑である（投資を行うためには 14 の異なる正式な認可が

必要であり、取得するのに 1年以上を要する）、②機関の間で情報を共有することが困難で

ある、③職員は財政・経済分析など正確なプロジェクトの見積もりを実施できる教育を受

けていない（人的資源の不足）、といった問題を含んでいる。（「各国の国土政策の概要－ベ

トナム－」参照） 

ベトナムの都市・地域計画体系は見直しの途中である。新しい土地法と建設法があり、

その実施に関わる一部を規定する計画令を組み入れることになる。また、社会・経済計画

の手続きを修正する政令も提案されている。このことは、計画および都市管理の制度の改

善に政府が関与していることを示すものである。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」

参照） 

 

④大都市圏計画導入への歩み 
北ベトナムの独立後にベトナムの都市計画への取り組みがスタートし、首都ハノイがそ

の最初のプロジェクト対象に選ばれた。1956 年に最初の計画づくりに着手して以降、ドイ

モイが導入されるまでに幾度か計画が立てられたが、それらは概して、計画対象区域を主

に紅河南側（ハノイ市街側）に限定し、計画人口を 100～150 万人程度とするものであった。

しかし、以下にみるように、ドイモイ後は、それ以前と異なり、計画対象を紅河両岸に広

げ、人口も数百万から一千万人規模とする大都市圏計画の考え方が導入されてきた（「各国

の国土政策の概要－ベトナム－」のハノイの都市計画の変遷参照）。 
- 1992-1998 年：経済革新を経て、都市の急速な開発に対応した計画が求められた。1998
年策定のマスタープランは 2020 年の人口を 450 万人として計画された。都市は紅河両

岸における開発に向けて計画された。この計画は現在、更新・調整が検討されている。 
- 2003 年：政令第 118/2003/QD-TTg 号に基づいて、ハノイ大都市圏（首都圏）における

計画および投資に向けた計画委員会が初めて設立された。ハノイ大都市圏はハノイ市

と周辺の 7 省を含む 13,377km2、1205.2 万人の地域である。 
現在ベトナムには、日本の広域地方計画に相当するスケールの地方空間計画が６つある

が、その中で最も大きなテーマとなっているのはハノイの首都圏計画である（参考資料２）。 
また、政府の大都市圏計画重視の姿勢は、ハノイに止まらない。ハノイ大都市圏（グレ

ーター・ハノイ）とともに、ホーチミン大都市圏（グレーター・ホーチミン）の計画づく

りのため、副首相が座長を務めるハイレベルのステアリング・コミッティが 2005 年設立さ

れている。これらの大都市圏計画は、基本的に空間計画的側面に焦点を当てたものとして

スタートした。（参考資料８） 
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３．国土政策に関わる現行の計画・制度の内容及び政策課題 

 

国家の空間的発展にかかる現行計画・制度の内容ならびに地域政策上の課題について、

社会・経済計画、都市・地域計画のふたつの体系別にまとめた。 

 

（１）社会・経済計画 

①「社会・経済開発戦略 2001-2010」におけるインフラ及び地域の開発戦略 

■「社会・経済開発戦略 2001-2010」の基本目標 

「社会・経済開発戦略 2001-2010」は、第７回共産党大会において、前 10 ヵ年戦略であ

る「社会経済の安定化と開発戦略 1991-2000」（第７回大会で採択）を評価し、採択したも

のである。社会主義路線に沿った急速な工業化と近代化により、概ね 2020 年までに先進工

業国（industrialized country）となるための基礎を築くための戦略である。（参考資料４） 

この 10 ヵ年戦略の全体目標は以下とされている。 （参考資料４） 

「我が国を低開発の状態から脱却させる。国民の物質的、文化的、精神的生活を著しく向

上させる。また、2020 年を目途にベトナムを近代的工業国にするための基礎を築く。人的

資源、科学的・技術的能力、インフラを確保するとともに、経済上・安全保障上の能力を

強化する。社会主義に根ざした市場経済制度を根本的に確立する。そして、国際社会にお

ける我が国の地位を高める。」 

 

■交通インフラ整備の方針 

交通インフラ整備方針は以下とされている。（参考資料４） 

「道路に関しては、国道１号線の改良およびホーチミン・ハイウェイの建設を完了させる。

国境道路、環状道路、重要な開発中心地がある様々な地方を結ぶ道路、主要な橋、大メコ

ン地域の国々とベトナムを結ぶ道路に留意しながら他の国道を改良、建設する。年間を通

じた円滑な交通の確保に留意し、農村部での輸送を含む各地域における輸送システムを開

発、改良する。既存の鉄道網を改良し、経済活動の中心地に通じる新たな鉄道網を整備す

る。全国的な海港システムと地方港湾のネットワークを、計画通り完成させる。造船・修

理船産業に関連させながら、河川輸送システムを整備するとともに、海上輸送能力を向上

させる。国際空港を近代化し、国内空港を改良する。」 

 

■地域開発の方針 

全体的な地域整備の方針については以下のように述べられている。（参考資料４） 

「すべての地域とゾーンの個々の発展優位性の発揮を促し、開放経済体制に沿うとともに

国内・外の市場の需要に関連づけた強みを打ち出す。国は、経済重点地域が急成長の原動

力としての役割を果たすよう重点的な取り組みを継続するとともに、成長に困難を抱える

地域の発展を可能にする対策と投資に、一層的確に取り組む。全国並びに地域、省、市に
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共通する同型の開発計画策定を完了し、生産、商取引、投資、技術支援、人的資源におけ

る直接統合を構築する。様々な地域とゾーンにおける社会・経済開発ニーズを満たすため、

に国民の教育水準を引き上げ、人材を教育する。社会・経済開発を、環境の保全と整備な

らびに防衛・安全保障と密接に結びつける。」 

次いで、以下のとおり、①都市地域、②低地農村地域、③内陸・山岳農村地域、④海洋・

島しょ地域、の４区分で地域整備の方針が示されている。（参考資料４） 

都市地域 各地方・地域における行政、経済、文化の中心的役割の発揮を促すとともに、工

業化・近代化のプロセスを速やかに進め、工業およびサービスを強力に発展させ、

知識集約型経済の発展の道を切り開く。大都市の周囲の近代的農業地帯を確立す

る。２～３の大都市と多くの中都市、小さな町の群体系で構成される都市ネット

ワークの合理的な配置を様々な地域で計画するとともに、山岳地帯での都市開発

に注意を払う。計画通り、期を違わずにインフラの建設、改良を行う。都市の計

画および管理を日常業務化し、主要都市の緑化、美化、品格向上を漸次進める。

清潔で文明的にする。すべての主要都市における長期、合理的な交通計画策定成

を完了するとともに、大都市での交通渋滞を克服する。充分な上水供給、ならび

に下水と廃棄物の処理を確実に行うとともに、急場しのぎのバラック住戸を排除

する。社会的悪習を退け、健康的で文化的、精神的に豊かな生活を育む。 

低地農村

地域 

水稲、野菜、果物、畜産を基礎にした多様な環境保全型農業を開発するとともに、

産品の生産、加工、保管、マーケティングに科学的かつ技術的な進歩を幅広く活

用する。必須の回線として、電化を完了し、機械化を達成する。単位面積あたり

の農業収入を迅速に向上させる。大量の労働力を製造業およびサービス業に移行

させる。中小製造業、手工芸品、手工芸品村、農林水産物加工製造・サービス業

を強力に発展させる。 

内陸・山岳

農村地域 

長期作物、畜牛、加工産業を力強く発展させる。森林資源を保護、育成する。定

住耕作と定住集落形成を確実に遂行し、安定させる。社会・経済基盤の構築と資

源開発の効率化の観点から、人口と労働力を計画的に移動させる。農業経済を発

展させる。低地農村地域との開発格差を縮小させる。奥地、辺境地、国境地帯、

および国境門付近の社会･経済開発の優遇施策を定める。 

海洋・島し

ょ地域 

海洋及び島しょの経済開発戦略を策定し、100 万平方キロメートル以上にわたり

大陸棚が広がる特色を活用する。海洋経済開発に関する枠組みおよび計画の根拠

として、基礎調査を強化する。海産物の養殖・開発・加工の活発化、石油・ガス

の探査・採取・精製の実施、造船と海上輸送の強化、観光産業の拡大、環境保護、

海洋への接近の積極化と領海管理に取り組む。海洋及び沿海の経済を総合的に発

展させ、河口および海港を最大限に活用して高度に発展した地域を形成する。こ

れにより、他地域を刺激する。開かれた海洋に向けて前進するための後方支援基

地を、多くの島に建設する。経済開発を海洋安全保障と密接に結びつける。 

さらに、北から順に、①北部（北部内陸および山岳地域）、②紅河デルタ、③中部（北中

部および中部沿海地域）、④中部高原、⑤南東部、⑥メコンデルタの６地域に分け、地域ご

との整備方針が述べられている。次ページ以降の６つの表は、各地域について、ア）10 ヵ

年戦略での記述（参考資料４）、イ）現５ヵ年計画での記述（参考資料５）、ウ）現５ヵ年

計画期間中の主要整備方針についての DSI でのヒアリング結果（参考資料６）、を整理した
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ものである。１０ヵ年戦略での記述の中には、以下の３つの経済重点地域の開発戦略につ

いても記されている。 

－北部の経済重点地域：ハノイ、ハイフォン、クワンニン 
－中部の経済重点地域：フエン、ダナン、ズンクワット 
－南部の経済重点地域：ホーチミン、ドンナイ省、バリア・ブンタオ省 
なお、前 10 ヵ年戦略では、現戦略の 6地域ではなく 8地域の区分がされていた。「北部」

が「北西部」と「北東部」、「中部」が「北中部」と「中南部沿海」にそれぞれ分かれてい

たが、現 10 ヵ年戦略の策定過程で、北西部と北東部、北中部と中南部沿海にはそれぞれ地

域性やめざす発展方向で類似性があるという評価がなされ、それぞれ 1 ブロックにまとめ

られた。３つの経済重点地域は、前戦略から現戦略にそのまま引き継がれた。（参考資料６） 
  

北部（北部内陸および山岳地域） 

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

加工産業と共に、工芸作物、果樹、薬用植物、特別な樹木、畜牛を

活発に育成する。ダー川（黒河）上流に森林保護地域および工業原料

と坑道用支柱のための森林地域を設ける。 

ソンラー水力発電所の調査および建設を迅速化する。輸出向け加工

に留意しながら、資源開発産業と鉱物、農産物、木材品の加工産業を

発展させる。北部の主な経済地域へつながる国道 18 号線沿線に、多く

の主要産業拠点を形成する。様々なタイプのサービス産業、特に商業

を短期間に育成する。ハノイと国境地帯を結ぶ軸を強化し、国境地帯

環状道路およびフィーダー道路を完成させる。小規模の水力発電所と

併せ、小規模の水資源管理プロジェクトを展開し、高地住民に対する

上水と電気の供給を実現する。中心的な主要都市心および工業団地に

接続する主要都市を開発する。 

国境門付近の役割を高め、国境門経済を発展させる。少数民族の人々

の生活水準の改善と共に、民族性、持続性のある定住耕作と定住生活

に関する適切な施策を実施する。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

飢餓根絶と貧困解消のために北部および中部の山岳地帯の社会・経

済開発を迅速化し、国内諸地域間の生活条件や社会的進歩の格差を縮

めるとともに、土壌、気候、鉱物資源、水力発電、国境門への近接性

といった各地域の優位性を経済発展のために活用する。地域の開発需

要に応えるために社会・経済インフラを大幅に改善し、国境地帯への

人々の帰住促進事業を完結させ、 少数民族人々の文化的アイデンティ

ティの保護と育成を行い、人々の物質的・精神的生活を改善し、社会・

経済開発を環境保護や国家の安全・防衛の確保と連携させる。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・開発の重点は交通インフラ、特に最優先は基幹道路（例えば、ハノ

イ－ラオカイ間を高速道路に、ハノイ－ランソン間の高速道路、ハ

ノイ－ソンラー間の国道６号線、ハノイ－カオバン間の国道３号線、

山岳部の開発整備に資する３本の環状線） 

・地域ポテンシャルを生かす水力発電、鉱物資源生産、森林保護とあわ

せた工業生産に必要な植物の栽培、ラオス・中国との国境貿易促進  
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紅河デルタ  

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

経済および労働の構造を大幅に変え、多数の農業従事者を工業やサ

ービス産業へ従事させ、また他の土地へ移住させる。 

多様な換金作物を生産する農業を発展させる。主食と共に冬作物の

栽培に便宜を与え、野菜、果樹、肉、花卉に特化した地域を設けると

ともに、養殖漁業を拡大する。加工業及び農機械工業、産業・サービ

スが集まるクラスターやセンター、田園の中の工芸村を精力的に開発

する。 

経済重点地域において、工業団地やハイテクゾーン、輸出産業、電

子・情報科学産業、多数の造船・冶金・肥料製造者向け機構的施設を

開発・整備するとともに、全国レベルおよび地方レベルの研修、科学、

技術、商取引、健康、文化、観光のセンターを整備する。 

全ての国道軸、ハイフォンやカイラン地域の海港、空港をはじめと

したインフラを完成させ、改良する。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

紅河デルタを文化・経済・社会開発において高度に発展した地域と

して築き上げ、地域的ならびに国際的な交易や協力の中心地としての

存在感を主張するとともに、他の地域、特に北部内陸および山岳地域

の開発を支援する。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・ 既存のインフラの近代化（ハノイとハイフォンの道路の拡張、南北

の高速道路・南北高速鉄道の整備（日本の支援要請中）） 

・ 北部経済重点地域内での一般産業・サービス産業の立地促進 

・ 紅河デルタから昆明等中国南部に至る地域の中核港としてのハイ

フォン港・カイロン港の整備 

・開発の比較的遅れた紅河南部地域でのナムディン市を中心とした都

市開発による外資の誘致（一般産業・サービス業） 
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中部（北中部および中部沿海地域） 

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

海洋経済の優位性を高め、南北交通軸、アジア縦断・横断道路、海

港を効果的に活用する。国境門付近や交通軸沿いに、臨海工業ゾーン、

商工業総合ゾーン、経済特区を整備する。石油精製産業、石油化学産

業、建設資材産業、各種加工・生産産業、多様なサービス産業を発展

させる。妥当なスケジュールで、計画通り多数の大水深港を建設する。

ズンクワット・チューライ経済特区の建設を促進する。フエ、ダナン、

ホイアン、ニャチャンを結ぶ軸上地域を中心に、地域全体で、史跡と

景勝地を有する利点を活かした海洋・沿海観光開発を促す。 

厳しい自然条件に適合した農業開発を行い、加工産業と併せ、工芸

作物、果樹、畜牛を急速に発展させ、造林を押し進める。生産および

人口の再配分による対応を含め、大規模な洪水や干ばつなどの自然災

害によって生じた損失を軽減するための対策を講じる。全海岸域沿い

の社会・経済開発を、環境の保護・増進に結びつける。国西部に存す

る資源を効果的に開発し、洪水対策用、あるいは水力発電用の貯水池

の建設に目を向ける。  

ラオスやカンボジアとの効率的な経済協力を、特に国境地帯に注目

して進め、北中部および中部沿海地域と中部高原を結びつける条件を

徐々に整える。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

北中部および中部沿海地域が早期に国内他地域の発展状況に肩を並

べ、国際的な交易や協力における全国的な重要拠点のひとつとして成

長すべく、地域の社会・経済開発を促進する。地域住民の物質的、文

化的、精神的生活を抜本的に改善する。自然災害の影響を最小化する。

政治的安定、社会秩序や安全を維持し、国家の安全保障を確保し、環

境を保護する。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・東西回廊（ミャンマー・タイ・ラオス～ベトナム中部内陸～海に至

る経路）の出口となる沿海部に数多くの経済特区を整備し、外資の

導入を図り、都市化を通じた地域開発のコアとしたい。中部の沿海

部には東西回廊の出口に大深度港湾ができる可能性のある場所が多

くあり、その立地を活用する。 

・経済特区には国が重点的にインフラ整備するが、全般にインフラ整

備が遅れているこの地域で多くの経済特区を同時に建設するのは困

難であることから、①ギソン、②ブンアン、③チャンマイ・ランコ

ー、④チューライ、⑤ズンクワット、⑥ニョンホイ、⑦バンファン

の各経済特区を中心とした開発に優先的に取り組む。これらの経済

特区の開発には、すでに首相の承認が得られている。  
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中部高原  

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

中部高原は加工産業と一体化した大規模な農産品や林産品の生産、

エネルギー産業および鉱業の発展に優位性を持ち、国全体の社会・経

済および安全保障の観点から戦略的に重要な位置を占める。中部高原

が経済的に豊かとなり、国家の防衛と安全保障面で堅固さを備え、究

極的に牽引力のある経済地域となるための戦略と計画を策定する。 

主として集約農業、輸出市場向けの工芸作物(コーヒー、ゴム、紅茶、

綿等)、畜牛、造林と保全、薬用植物、特殊な樹木、農林産物加工産業

を早急に発展させる。水資源保護のための貯水池と併せ、大規模およ

び中規模の水力発電所を開発する。ボーキサイトの開発、加工を行う。

製紙業を発展させる。沿海地域へつながる軸と交差する道路を改修し、

効率的に機能させる。隣接するラオスおよびカンボジアとの経済・商

取引・サービス面での協力を発展させる。投資を誘引し、計画に沿っ

て人口と労働力を配置するための施策を導入し、住民の教育的・技術

的レベルを引き上げる。適切な民族政策を実現し、現実に少数民族の

人々の物質的および文化的な生活水準を改善する。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

中央高地の土地、地理的位置、自然条件、戦略的位置を最大限活用

し、経済、政治、文化、社会、国防・安全の観点からの総合的、持続

的な方法による当該地域の開発を促進する。そして、中央高地を、発

展の原動力となる地域に徐々に成長させていく。効果的かつ総合的な

加工産業と結びついた森林と工芸作物の開発を、この地域を発展させ、

国防経済特区の建設を強化するための重要な打開策とみなす。経済構

造の変化と雇用の創出に大きな重点を置く。天然資源の効率的な管理

を通じて環境を徐々に改善・保護し、飢餓解消と貧困削減につながる

早期の経済成長を促すため、地域住民、特に辺境の経済的に困難な地

域に住む少数民族の生活水準を改善する。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・ホーチミンルートのインフラとしての活用 

・コーヒー、ゴムなどの生産の拡大 

・ラオス、カンボジアとの関係を踏まえたインフラ整備（各国政府共

同で日本政府にも協力要請していく） 

・ポテンシャルを生かした水力発電の拡大、発展見込みのある農産物

加工やアルミ生産の推進 

 



 24

 
南東部  

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

商取引、輸出、通信、観光、金融、銀行、科学、技術、文化、研修

のセンター群を南部に設立し、それらのセンターが当該地域および国

全体に与える役割を高める。石油・ガス開発産業を振興するとともに、

それをもとに生産される電気、肥料、化学産業を振興する。工業団地、

輸出加工区、ハイテクゾーンを完成、改良する。各省の産業を発展さ

せ、大都市への過集中を避ける。 

工芸作物(ゴム、コーヒー、カシューナッツ、サトウキビ等)、果樹、

畜産業、畜牛を積極的に発展させるとともに、加工産業と連携する特

別農業地域を設け、メコンデルタからより労働力を吸引する。 

地域的、ならびに国際的に接続する国道を改善するとともに、多数

の海港および空港の改修、建設を行う。工業団地に接する開発軸に沿

って市街化を誘導する。都市の交通、上水、下水のシステムを充実さ

せ、環境汚染を克服する。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

南東部のポテンシャルと優位性を最大限に活用すべく、可能な限り

の全ての資源を結集し、当該地域が急速かつ持続的な開発の中心地の

ひとつ、工業化ならびに工業・交易・サービス・高成長観光産業の先

導的地域とする。環境保護、政治的安定性、確かな国防に効果を及ぼ

す、社会的、文化的開発を行う。メコン・デルタや中部各省など地域

外に広範に影響を与えるこの地域を、他国との貿易や経済協力におけ

る効果的な結びつきを促す地域、ならびに国の社会・経済開発のため

の重要な経済地域として成長させる。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・既存のインフラの近代化（この地域とメコンデルタ、中央高原を結

ぶ基幹道路の拡張、プノンペン－ホーチミン－ブンタウを結ぶ国際

ルートの整備） 

・都市化の弊害としての交通渋滞等への対応 
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メコンデルタ  

「社会・経済開発

戦略 2001-2010」

での記述 

国内最大の米・農産物生産・輸出地域としての役割を発揮し続ける

とともに、換金作物、野菜、果物、畜産物、養殖の生産を強力に増や

し、質を引き上げる。農業関連加工・エンジニアリング産業、小規模

産業、手工芸産業、サービス産業を開発する。南西部においてガスを

基盤とする産業クラスターを確立する。経済構造を強力に転換させ、

工業およびサービス産業における雇用比率を高める。 

道路網と河川輸送網を完成させる。南部の輸送網を開発するために、

国道 1A 号の改修および拡幅を行い、南西部の交通体系を発展させるべ

く新しい軸を多数整備する。各省の町に通じる国道を改修する。ホー

川に架橋を建設し、この路線に沿って十分な数の橋を確保する。県間

道路および農村部輸送網を整備し、「猿橋」（訳注 ベトナムの田舎の

川にかかり、ゆれの大きい弱い竹の橋）に代わる堅固な橋を建設する。

河港を完成させ、空港を改修する。毎年の洪水管理や塩類化防止性能

に適合した人口集中地区群とインフラを計画、建設する。 

「社会・経済開発

５ヵ年計画 2006 

-2010」での記述

（全体目標） 

戦略的な地理と優位性を最大限活用するため、可能な限りの資本を結

集することで、工業化と農業・農村の近代化を促進し、大規模かつ専

門化した商品作物生産地域としての地位を確立する。メコンデルタを、

高度で、効果的、持続的な経済成長を続ける国家の枢要な経済ゾーン

のひとつとして発展させる。全国水準に並ぶよう社会・文化条件を改

善し、地域住民、とりわけクメール人や洪水危険地帯居住者の精神的、

物質的生活を向上させる。社会・経済開発を、環境保護、政治的安定、

社会保障と国防の確立に密接に関係させる。 

現５ヵ年計画期間

中の主要整備方針

（DSI ヒアリング

結果） 

・国内最大の農水産基地としての更なる発展（米の単位収量向上など）

・遅れたインフラ整備の推進（国道一号線およびホーチミンルートの

遠心、沿海部基幹道路の整備、堤防・遊水地など洪水対策の推進）

・フーコック島（シンガポール同等の規模を持つ島）の観光開発、開

放経済特区としての整備推進（すでに首相の承認済） 

・カーマウ周辺での火力発電所建設（海底油田の天然ガス活用） 

・マングローブの保護とあわせた水産物の養殖 
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②「社会・経済開発５ヵ年計画 2006-2010」（第 8次５ヵ年計画）における地域の開発戦略 

■「社会・経済開発５ヵ年計画 2006-2010」の位置づけ 

この計画の位置づけ、役割については、以下とされている。（参考文献５） 

「社会・経済開発５ヵ年計画 2006-2010 は第９回ベトナム共産党大会で発表された社会・

経済開発のガイドラインの実施を成功させるため、極めて重要な役割を果たしている。計

画期間は、社会経済開発 10 ヵ年戦略(2001 年-2010 年)の実施の後期 5年間にあたるもので

あり、2020 年を目途にベトナムを先進工業国とすべく、社会主義に根ざした工業化と近代

化のプロセスを加速することをめざす、この戦略の実施を継続するものである。社会・経

済開発５ヵ年計画 2006-2010 では、10 ヵ年戦略(2001 年-2010 年)に示された方向性ならび

に任務を詳細化したものである。」 

■前５ヵ年計画（2001-2005 計画）の地域開発分野での達成の評価 

前計画期間中に解決し得なかった地域開発分野の課題は、以下のように捉えられている。

（参考文献５） 

「ベトナム経済は比較的高い成長率で推移しており、その成長率は年々高まった。また、

経済構造は次第に工業化および近代化の方向にシフトしてきた。しかし、経済構造の変化

は不均衡であり、各地域（同様に各産業、各製品）の存在能力を発揮させるに至っていな

い。」 

■2006-2010 計画における地域開発の方針 

地域の社会・経済開発の全体目標は次のように設定されている。（参考文献５） 

「社会・経済開発５ヵ年計画 2006-2010 における地域の社会・経済開発の全体目標は、全

ての地域の社会・経済開発レベルを高めるという共有目標の中で地域特有の優位性および

競争力を向上させること、全地域の社会・経済開発レベルを高めるための広がりのある強

みを創出すること、国内・外の市場の拡大に関係する開放経済体制下での各地域の強みを

創出することにある。大規模かつ重要な経済中心地群に開発を集中させ、既存の工業ゾー

ンおよび輸出加工区の効力を高め、また、あらゆる経済地域の強力で持続的な発展を促す

ための新しい工業ゾーン、輸出加工区ならびに産業クラスターを整備する。地域間の連携

を強化するとともに、各々の地域自体が、行政界の区分による弊害や、開発の閉鎖性や無

駄を打破する。河川流域の自然資源の管理のため、近隣諸国との連携を拡大する。」 

①経済重点地域、②条件不利地域、についての地域開発の方針は、以下のように述べら

れている。なお、これらと並ぶ３本柱のひとつとして「海洋経済の急速な発展」について

も方針が記されている。（参考文献５） 
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経済重点地域 北部、中部、南部の経済重点地域の開発の主たる方向づけに関する共産党

政治局決議 53、 54 および首相決定第 145/2004/QD-TTg 号、第

148/2004/QD-TTg 号、第 146/2004/QD-TTg 号に従って、社会・経済開発の

任務を徐々に実行し、強力な経済企業群の発展を動機付け、ハイレベルの

活発で大規模な国際協力を生む環境を創出する。可能な限りの既存の能力

の結集と、開発プロセスを前進させる原動力となる新たな施設の建設に立

脚し、工業ゾーンおよび輸出加工区、ハイテク産業地帯の開発に集中的に

取り組む。総合的なインフラ、特に幹線道路網と地域間道路網を整備し、

地域相互の開発と国際協力を促す。国道沿線の主要な経済回廊の開発を加

速化する。近代的な都市システムを構築し、経済開発が見込まれる中・小

規模の都市中心(小規模町、町)を農村地域に形成する。先端技術等、科学

的および技術的なポテンシャルを高め、新素材を生産する。郵便、通信、

銀行といった、質の高いサービスを開発する。質の高い人材を育てる。計

画通り、職業訓練網の整備に投資し、基準を満たす 25 の職業訓練中等学校

と専門学校を設立する。そのうち国際水準を満たす少なくとも 5 つの学校

で、高い技術を持つ労働者を地域全体向けに訓練する。 

大メコン地域に経済回廊を設け、効率的に開発する。 

条件不利地域 社会・経済開発、国防に関する共産党政治局決議第 10、21、37、39 の各号、

ならびに条件不利地域での社会・経済開発の実施に関わる政府の行動計画

を実行する。インフラ、輸送・灌漑システム、衛生的な水及び電力の供給、

教育・訓練の展開、国民の教育水準向上、人材の質といった、インフラの

整備に注目する。省レベルで中心となる町を設ける。貧困世帯の割合が高

く、困難に直面している省が、状況を打開し、全国平均レベルの発展レベ

ルに速やかに到達できるよう、こうした地域に対する投資集中を促す。低

所得並びに貧しい人々のための社会的セーフネットを整備する。職業訓練

と雇用創出を強化するとともに、女性の所得向上を妨げている就労上の障

害を減らす。条件不利地域における飢餓根絶と貧困削減の対策を迅速化す

る。 

   

現行５ヵ年計画における国内６地域ブロックの整備方針についての記述は、すでに 10 ヵ

年戦略の項に記した通りである。なお、現行５ヵ年計画では、海洋及び島しょについて第

七のブロックとしてとらえ、「海洋経済開発」の項を設け、記述している。 

 

③地域開発戦略の背景にある主要課題 

■国内各地域の発展状況と発展課題 

前記の通り、ベトナムでは、基本的に全国を６つのブロックに分けて地域計画をたてて
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おり、この地域区分は、各地域の天然資源、競争的優位性、および全国的な発展に果たす

役割に基づいて行われている、とされる。 しかし、下表に見るとおり、各地域にはそうし

た優位性や役割に応じて順調な発展を遂げていると評価できる面がある一方（表中の○印）、

順調な発展を妨げている政策課題が存在する（表中の●印）。（参考文献９） 

北部内陸および

山岳地域 

○土地及び森林の面で優位性があり、これら資源は木材の工業利用、果

物や家畜の育成、または農業に初期利用される。さらに、この地域は

ラオスおよび中国と国境を接している。この点は国境地帯での経済活

動を発展させるのに好条件である。実際にこの地域では、それに適し

た産業に力を入れてきた（木材製品の製造、建築資材、水力発電、石

炭発電、冶金、肥料など。）当該地域の GDP は全国の 6.52%にあたる。

経済的に着実な進歩をとげている。 

●しかし、インフラ整備が遅れるなかで国境を越えた取引は限られた範

囲に留まっており、鉱業や水力発電が産業全般並びに経済発展に寄与

しているとは言いがたい。 

紅河デルタ ○インフラ整備において、同時並行的な開発が行われているという優位

性がある。高水準の技術を有する産業、高生産高品質の農業、観光等

の多様なサービスなどがそれにあたる。当該地域の GDP は現在、全国

の 22.25%にも及び、経済構造は近代化の方向へ移行しつつある。 

●しかし、地域の労働力及びインフラを活かしきれていない、高水準の

サービスが未開発、郊外部の産業について未計画、地域の経済発展が

北部内陸および山岳地域に波及していないなどの現状がある。 

中部沿海地域 ○沿岸部および島々の優位性を活用する方向に生産をシフトさせてき

た。経済圏や工業圏が多数構成され、なおかつその効果が証明された。

観光業の開発が始まり、農耕地および畜産地が自然災害の影響を最小

限に抑える目的で再構成されている。地域の GDP は全国の 14.8%であ

り、経済活動の中心は農業から産業に移行していることは明白である。

●しかし、地域のポテンシャルを最大限に活用できているとはいえない。

中部高原 ○水力発電開発、加工産業集落の構築、手工業の開発、農業（農作物の

改良や畜産業の発展）において優位性を有する。地域の GDP は現在、

全国の 4.02%となっており、経済構造のシフトが着実に進んでいるなか

で、その進展が特にサービス部門において顕著であることは特筆すべ

きである。 

●しかし、地域の産業開発のスピードは遅く、経済発展が社会の発展と

密接に連携しておらず、生産面及び国民生活においては今もなお大き

な課題を多数残している。特に少数民族の生活については問題が大き

い。 
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南東部 ○自然環境と工業圏、ハイテク技術圏、そして都市圏を開発するための

インフラ面において優位性を有している。当該地域の GDP は全国の

33.68%を占める。当地域の経済構造はその急速な産業開発に伴って産

業化および近代化に向けての順調な遷移をとげた。 

●ただし、地域内の産業圏と産業群がインフラ、環境、及び都市サービ

スの開発と協調的には進んでおらず、そのため、解決すべき複数の難

題が顕在化した。 

メコンデルタ ○耕作地一単位あたりの収入を向上させるため、動植物と農作物の生産

構造の再構築を行っている。カマウにガス動力の窒素肥料設備が完成

し、フーコック島の経済地区が地域全体の経済構造の転換を促した。

当該地区の GDP は現在では全国の 18.76％を占めるまでになった。 

●しかし、地域の経済構造の転換については未計画であり、省と省にま

たがる共通計画の調整も行われていない（産業、なかでも製造業につ

いてすら開発は遅く、質の面を重点化する動きも限定的である。また、

持続可能な発展という視点にも乏しい。人材開発に関しても数多くの

制限のなかで行われている。 

 

■最大課題としての地域間格差 

東京で開催された平成 18 年度国土政策セミナーへの DSI からの参加者は、問題を以下の

ように捉えている。（参考資料９） 

「最近の成長率を鑑み、現 10 ヵ年戦略、現５ヵ年計画が終了する 2010 年には、ベトナム

はもはや低所得国ではなくなっているとの予測もある。しかし、中所得国の下位から厳然

たる中所得国への移行は、低所得国を脱するよりもはるかに大きな難題であり、それを実

現する上では、急速な都市化、国際統合の激化、投資主導の経済への移行、知識集約型経

済の実現といった、多くの国家政策課題に対応していく必要がある。中でも最も深刻な政

策課題は、ベトナム国内地方間の所得および開発の格差である。紅河デルタ地域と南東部

地域に発展が集中する一方、その他の地域は取り残されており、それによって不均衡が拡

大している。 

ベトナムにおける開発の地域間格差の背景には、歴史上の流れや、不十分なインフラな

ど、複数の原因がある。一部の地域において、他地域に遅れをとる原因のうち最も基本的

なものとして挙げられるのは、経済構造の転換が遅れ、地域の優位性や可能性が活かしき

れていないことである。経済重点地域の開発において、当該地域の力量を最大限に活用で

きていないうえ、ハイテク産業の促進ができていないのに加え、経済構造の再編も、地域

全体および近隣地域の比較優位を活用した開発の底上げによる真の近代化に向かっていな

い。多くの地域が不利な環境、限られた地域資源、不適切な援助政策に起因する問題を抱

えており、その結果、生産力の進歩が遅々として進まず、また、開発の進む他地域に比べ
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ると格段に低い収入と生活水準を招いている。地域開発に関してはいくつかの弱点もしく

は欠点が明らかになっており、各地域の優位性を最大限に発揮できるだけの強力な連携が

不足していることがわかっている。 

都市化の流れも地域間の開発格差に影響を与えている。南東部地域と紅河デルタ地域は

急速に都市化してきた。その結果、この 2 地域の一人当たり所得は、都市化の進んでいな

い他地域に比べて格段に高いものとなっている。このことは、貧困地域に属する省には「核」

となる町、すなわち経済成長の牽引役となる町が必要だということを示唆している。」 

下表のとおり、最も経済の発展が進んだ南東部（ホーチミンを中心とする地域）と最も

発展が遅れた北部（山岳地域を抱える）では、ひとりあたりＧＤＰでみて、5.5 倍の格差が

ある。他の指標で見ても、概して南東部と最も遅れた地域の格差は５～７倍ある、といわ

れる。また、南東部を除いては、紅河デルタがほぼ全国平均並みの発展レベルにあるのみ

で、他の４地域はみな全国平均レベル以下の発展度である。そして、国全体は発展してい

るが、その中で南東部の発展スピードが最も速いため、上記のセミナー参加者の見解にみ

るように、格差は拡大傾向にある。（参考資料６） 

DSI は、都市化の進展が進むほど地域の発展度が高まる傾向がある、と分析を行ってお

り、この見方から、上記のセミナー参加者の見解にみられるような、貧困地域に核となる

町が必要だという認識が出てくる。なお、ベトナムでは都市を、大都市から小都市まで６

つのランクに分けている。最上位は特別市で、ハノイとホーチミンである。それに次ぐの

が第一種都市であり、ハイフォン（北部）、ダナン（中部）、カントー（メコンデルタ）、フ

エ（中部）の４都市が該当する。これらのうちフエは省の管轄化にあるが、それ以外の３

市は国の直轄の省級都市である。以下、第二種都市、第三種都市と、省の中での中心性や

人口規模等に応じ、ランク分けされている。（参考資料６） 
 

６地域の都市化と地域 GDP 

地域 都市人口比率 
(全国値は 27%) 

ひとりあたり GDP GDP 対全国比

(2001-2005 年平均)
北部 15% 全国平均の 47％  7% 
紅河デルタ 25% 全国平均並み 22% 
中部 22% 全国平均の 62% 15% 
中部高原 28% 全国平均の 50%  4% 
南東部 50% 全国平均の 2.6 倍 34% 
メコンデルタ 21% 全国平均の 82% 19% 

資料：「ＧＤＰ対全国比」は参考資料９、その他は参考資料６ 
 
■地域間格差に対応する政府の取り組み 

平成 19 年 1 月に DSI を訪問して行ったヒアリングでは、以下の見方が示された。（参考
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資料６） 

－前５ヵ年計画の策定に向けた作業を開始して以降今日まで、DSI は、地域間格差の

存在、拡大は避けられない、という考え方をとっている。そして、対策として、経

済的に困難な地域でも、「貧しくて耐えられない」レベルでなく、「貧しくてもそこ

そこ生活できる」レベルに生活水準があがるよう、インフラ（道路、電気、通信な

ど）整備で底上げをしたいと考えている。 
－これまで、３つの経済重点地域のインフラ整備に重点的に国の予算を配分して取り

組んできたのは確かである。しかし、現五ヵ年計画の基本的な概念は、経済的、環

境的、社会的に持続性のある開発を実現するというものであり、これまで都市、な

かでも大都市を対象とする投資額が大きかったことを見直し、将来は農村部にも充

分配慮していかなければならない、という考え方が出されている。 
平成 18 年度国土政策セミナーへの DSI の参加者（上記のヒアリングにも出席していた）

の整理によれば、ベトナム政府が取り組んでいる地域開発重点政策のうち、地域間格差是

正と関係性が明らかなものは、以下の通りである。（参考資料９） 

- ベトナム政府が遂行する最重要政策は、連続投資の特定地域への配分を強化するこ

と。政府は貧しい地域への投資を増やす方向での資金計画をたてており、富裕地域

から貧困地域へ資源を再配分するための均衡移転が実施されつつある。 

- 経済ベルトを形成するにあたり、経済特区を構築し、インフラを整備するために、

貧困地域（特に沿海部や国境地域）での道路建設など、重点を絞った計画立案と投

資を行うこと 

- 貧困解消と発展の総合計画（Comprehensive Poverty Reduction & Growth Strategy）

をたて、実施すること。この計画は、経済成長と貧困解消という目標を実現するた

めの行動計画である。 

- 各地域の連携により地域特有の優位性を磨くことによって全地域の社会経済的発展

を後押しし、国内外市場の拡大に伴う開放型経済構造を通じて各地域に力をつけて

いくこと。（大規模で効果的な経済の核の集中的開発、各地域の行政区域上不利な点

や開発の閉鎖性並びに非効率を克服していくための地域間の協調関係強化、幹線道

路や地域間を繋ぐ道路などの総合的なインフラ体系の構築、農村部における経済発

展の可能性を有する小中規模な都市核（ハイテク産業、新素材などの科学技術力開

発拠点など）の開発） 

- 条件不利地域について、インフラ、基礎的な輸送力および灌漑設備の整備、そして

純度の高い水および電力の供給、教育訓練の提供、国民の知的水準および人材の質

の向上、といった点に注力すること。省単位で、中心となる町を開発する。  

前出の国土政策セミナー参加者によれば、拡大傾向にあった地域間格差にも変化の兆し

が見えつつあるということである。それを手がかりとした地域間均衡発展への道筋の考え

方とあわせ、以下に紹介する。（参考資料９） 
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「貧困地域に対する政府資本投資の増加も効を奏し、成長率の地域間格差が縮小傾向を示

し、貧困地域の経済発展が富裕地域のそれに追いつく兆しが見え始めた。これは、所得面

で遅れをとり貧困地域とされてきた地域が、より高所得な地域の成長の恩恵を受け始めて

いることの現われとみられる。こうした波及効果の活用とともに、政府が地域開発に対す

る重点的な政策を行うことで、ベトナムは地域の枠を超えて均衡ある発展を達成する道が

開かれるであろう。」 

 

④地域開発戦略にかかるその他の入手情報（DSIヒアリング結果より） 
現行の社会・経済計画の内容およびその課題についての情報は上記の通りであるが、社

会・経済計画の立案を担当する DSI へのヒアリングから得られた、それ以外の地域計画事

情に関する情報として、以下のものがある。（資料６） 

■地域計画をつくる際の省（province）や市の間の調整 

現在 2010-2020 年の 10 ヵ年戦略の草案づくりに着手しているが、各省市が皆納得するため

にかなりの努力を必要としている。省間の意向調整が容易でないゆえに、これまでの戦略

や計画づくりに際しては、各省や市の計画を参考にしつつ、中央政府が決めてきた面が多々

ある。どのようにするのがよいか、日本の経験も参照したい、という意向がある。 

■近隣諸国と連携した地域政策 

経済的な連携政策はいろいろ実施しており、そのひとつとして、国境貿易促進をめざす

国境周辺の地域開発における連携がある。具体的には、国境越えのゲートとなるまちを中

心に自由貿易地域をつくり、そこから内陸（相手国内）、港（ベトナム国内）までの道路を

国境を接する両国の負担で整備し、あわせて、電力その他のインフラ整備、人材開発等を

両国で協議して進める、というものである。例えば、中国とは、昆明－ハノイ、ハノイ－

ランソン、ハノイ－クアンニンといった区間の基幹道路沿いに開発を進め、中国国内では

輸出産業の振興、ベトナム国内では加工産業の振興といった、それぞれの国の経済発展策

に連動させた整備を行ってゆきたい、との意向がある。 

■日本から得たい国土計画情報 

以下のような情報入手への関心が示された。 
－日本では、どのようにブロック計画が立てられてきたか 
－地域計画を立てるために日本がどのような目標をたて、どのようなアプローチ、方

法論をとっているか 
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（２）都市・地域計画 

①全国レベルの空間戦略 

■「2020 年までの国家総合都市開発計画」（都市開発戦略） 

1998 年 1 月 23 日、首相が「2020 年までの国家総合都市開発計画」 (NCUDP、政令第

10/1998/QD-TTg 号)に承認の署名をした。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 
この計画において、将来に向けた都市発展の中心とされているのはハノイ（北部）、ダナ

ン及びフエ（中部）、ホーチミン（南部）である（参考資料２）。そのほか、この計画の概

要は以下のとおりである（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照）。 
国土都市開発のビ

ジョン 

1. 都市開発は、労働力の配分と水準と調和させて行われるべきで

あり、各都市の内発的発展力の技術的・経済的基盤の確立に集

中させるべきである。 

2. 全国土における大都市圏、大都市、第二位都市、中小都市の合

理的発展と分布。都市化と農村開発が調和したバランスのとれ

た地域間の開発。 

3. 都市開発は社会技術・基盤の開発と同時並行的に行われるべき

である。 

4. 都市開発は安定性と持続性を保障すべきである。 

5. 都市の新しい開発と都市更新を調和させ、文化のアイデンティ

ティと国の伝統の保全に特に注意を払う。 

6. 新科学技術の適用、技術の達成、科学的発展の研究 

7. 都市開発を社会的安全と国土防衛・安全保障と調和させるべき。

8. 都市更新と同時に新規開発にも様々な資源を投入し、計画と法

的権限に従って開発コントロールを強める。 

国土都市開発の目

標 

社会主義と国土防衛、近代化と産業化の加速という 2 つの戦略的使

命に寄与するため、現代的社会経済・技術的インフラ、よい環境、

合理的な配分と開発、安定的でバランスのとれた持続的発展を伴っ

た国土都市システムをさらに推進していくこと 

2020 年に向けた都

市開発の方向性 

1. 国土の都市ネットワークにおける都市の機能 

- 主要都市は経済、政治、文化、技術、訓練において中心的な

役割を果たし、地域、国土、地域間の交通と情報通信の中心

的ハブとなる。 

- 中小規模の都市は地域における経済、文化、サービスの中心

的役割を担う。 

- 町村は都市化を推進するため、基礎自治体もしくは基礎自治

体のネットワークにおける経済、文化およびサービスの中心

的役割を担う。 
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2. 人口予測 

3. 土地利用 

4. 土地開発に向けた選別 

5. 国土の都市システムに向けた空間計画 

6. インフラ開発  

7. 環境保全、自然景観、持続的開発 

資料：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

 

出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

 
現在のベトナムの都市化率は 27％であり、毎年約 100 万人分の地域が農村部から都市部

に編入されている状況にあるが、国土の全体面積からみると、2020 年においても都市部は

ごく一部に止まるというのが、この計画の立案にあたった NIURP の予測である。また、進

行している都市化にはプラス面もあるものの、都市と農村の格差拡大というマイナス面が

あるというのが、NIURP の認識である。（参考資料２） 
なお、この計画は現在見直し中であり、2007 年中に改訂される予定である。（「各国の国

土政策の概要－ベトナム－」） 

 

■2020 年までの国家交通網開発戦略 

道路網、鉄道網、空港、港湾の各整備に関し、以下が主要な目標とされている。とくに

国土を南北に結ぶ高速道路と高速鉄道の整備に、最も関心が高い。（参考資料２） 

－既存の国道一号線、南北鉄道の拡張・改修をめざす。これにより、沿海各省の発展

につなげる（内陸各省を結ぶホーチミンルートは既にほぼ完成している）。 
－近い将来、日本の支援を得つつ、南北を結ぶ高速道路と高速鉄道の整備に着手した

い。ベトナム各地域の発展、ならびに観光振興への大きな効果を期待している。300
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億ドルかかるといわれる高速道路だけでも是非実現したい。 
－空港整備では、既存空港の改修、移転、新設を検討している 
－港湾整備の主たる対象とされるのは、ハイフォン及びカイロン(北部)、バイフォン及

びダナン（中部）、ホーチミン周辺各港（南部）である。 

 

②建設法及びその関連法規 

■建設法 

ベトナム国家主席が建設法を 2003 年 11 月 26 日に公布した。建設法の全体構成は下表の

とおりであり、第１章、第２章が計画に関係するもの、そしてそのうち第２章が建設マス

タープラン（都市・地域計画もしくは空間計画）に係るものである。 (参考資料２、７、

１０) 

 

ベトナム建設法（Law on Construction： No. 16-2003-QH11）の構成 

第１章 総則 第 1～10 条 

第 1節 一般規定 第 11 条～14 条 

第 2節 地域建設マスタープラン 第 15 条～18 条 

第 3節 都市建設マスタープラン 第 19～27 条 

第 4節 農村集落の建設にかかるマ

スタープラン 

第 28～31 条 

第 2章 建設マスタープラン 

第 5節 建設マスタープランの執行 第 32～34 条 

第 3章 建設工事のための投資プロジェクト 第 35～45 条 

第１節 建設調査 第 46～51 条 第 4章 建設調査および設計 

第 2節 建設工事の設計 第 52～61 条 

第 1節 建設許可 第 62～68 条 

第 2節 建設工事のための敷地整序 第 69～71 条 

第 3節 建築工事の施工 第 72～86 条 

第 4節 建築工事の施工監理 第 87～90 条 

第 5章 建設工事 

第 5節 特殊建築工事の実施 第 91～94 条 

第 1節 建設請負業者の選定 第 95～106 条 第 6章 建設請負業者および

建設契約の選定 第 2節 建設行為に関する契約 第 107～110 条 

第 7章 国による建設の執行 第 111～118 条 

第 8章 推薦と褒賞、不履行の処理 第 119～120 条 

第 9章 施行規定 第 121～123 条 

資料：参考資料１０ 

 

建設法第３条（第１章）では、建設マスタープランが以下のように定義されている。（参
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考資料１０） 

第 3条 用語説明 

この法において、以下の用語は次のように解釈される：  

（中略） 

９．建設マスタープランとは、国益とコミュニティの利益を協和的に調整するとともに、

社会・経済開発と国防、環境保護の目的を満たし、都市空間、農村集落、技術・社会

基盤体系を組織化すること、ならびに、国土全域の居住者に適切な居住環境を創出す

ることを意味する。建設マスタープランは、建設ゾーニング計画図、構成図表、図面、

模型および解説で表現される。 

（後略） 

 
 同法第 11 条第１項（第２章第１節）では、建設マスタープランの策定の目的、計画期間、

改定条件に関する規定である。（参考文献 10） 

第11条 建設マスタープラン 

１．建築マスタープランは、当該プラン策定後の建設活動に基準を提供するため、策定さ

れ、承認されなければならない。長期にわたる開発の方向性を示すため、建設マスタ

ープランは計画期間を 5年および 10年間として策定する。建築マスタープランは、折々

の社会・経済開発の状況に応じて修正すべく、定期的に見直す。建築マスタープラン

の修正は、従前に策定・承認されたプランの方向性を確実に継承しなければならない。

（後略） 

 

次の第 12 条第１項（第２章第１節）では、建設マスタープランが次のような３種に分類

されている。これらの３プランの定義は、第３条で行われている。（参考資料１０） 

第12条 建設マスタープランの分類 

１．建設マスタープランは以下の３つの範疇に分類される： 

(a) 地域建設マスタープラン、 

(b) 都市建設のための基本マスタープラン、都市建設のための詳細マスタープランを

含む都市建設マスタープラン、 

(c) 農村集落の建設にかかるマスタープラン。 

（後略） 

 

第 3条 用語説明 

この法において、以下の用語は次のように解釈される：  

 （中略） 

10. 地域建設マスタープランとは、いずれかひとつの省の行政区域内、もしくは折々の社

会・経済開発の要求に合致した複数省にわたる区域での、農村集落と技術・社会基盤
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整備の体系の組織化を意味する。 

11. 都市建設のための基本マスタープランとは、社会・経済開発のための全体的なマスタ

ープラン、国防と折々の事情に応じ各地域・国の安全を確保するための分散配置のマ

スタープランに従った、都市空間と技術・社会基盤整備の組織化を意味する。 

12. 都市建設のための詳細マスタープランとは、建設工事の管理、情報の提供、建設許可

の発行、ならびに建設工事のための投資プロジェクトを開始するための土地の割当て

及び賃貸に法的根拠を与える、都市建設のための基本マスタープランの内容を詳細化

することを意味する。 

13. 農村集落の建設にかかるマスタープランとは、農村集落の空間と技術・社会基盤整備

体系の組織化を意味する。  

14. 農村集落とは、一定の地域的広がりの範囲内で生産及び居住の目的、ならびにその他

の社会活動のために互いが密接に関係する多くの世帯の住居が集まる場所を意味し、

それには、自然条件、社会・経済条件、文化、慣習、その他の要因によって形成され

たコミュニティの中心、集落（訳注 あるいは小村）、村、共同集落、小集落、山村、

山間集落、少数民族の村が含まれる（以降、総称して集落と呼ぶ）。 

（後略） 

 

また、以下に記すとおり、第 15 条から 18 条（第２章第２節）においては、地域建設マ

スタープランの各項目を規定している。(参考資料７) 

第 15 条 地域建設マスタープランの目標 

１．地域建設マスタープランを立案するにあたっての要件は次のとおり規定されている： 

(a) 建設大臣は、主要地域及び省をまたがる地域について地域建設マスタープランの

目標を立案し、関連する省庁、局、省の人民委員会の意見を聴取したうえで首相

に提出して認可を要請する。 

(b) 省並びに主要都市の人民委員会（以下「委員会等」と総称する）は、管轄下の行

政機関について地域建設マスタープランの目標を立案し、省並びに主要都市の人

民審議会（以下集合的に省レベルの人民委員会と称する）に提出して決議を受け

るものとする。 

２．地域建設マスタープランの目標には下記を含む： 

(a) 地域の社会経済発展と、全国の5年、10年、またはそれ以上の期間における人口分

布計画に沿った都市、農村の人口規模の予測 

(b) 地域の潜在能力および地域の社会経済開発計画に沿った、各期間における地域内

の主要産業立地及び技術的、社会的な基盤設備の空間的整備 

(c) 各地域の地形や自然環境に適合し国防及び安全、並びに地域全体の自然資源の合

理的活用を確保する、都市部及び人口集積地における空間的整備 
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第 16 条 地域建設マスタープランの要素 

地域建設マスタープランには次の主要要素が含まれなくてはならない： 

１．工業、農業、林業、観光業といった部門、並びに環境保護、自然資源、その他実務部

門に関する都市部及び人口集積地におけるシステムの決定 

２．技術設備に関するシステム、空間、及び環境保護に係る措置の整備 

３．専門業務の開発の方向付け 

４．開発要求に適合する保有地の把握；土地の有効活用 

 
第 17 条 地域建設マスタープランを作成し、評価し、承認する権能 

１．建設省は、関連する省、局、人民委員会、のうち一つ若しくは複数から意見を聴取し

たあと、主要地域並びに複数省にわたる地域の建設マスタープランの作成及び評価を

実施、次いで首相の承認を受けるために提出する。 

２．省レベルの人民委員会は、それぞれの管轄下の行政区において、当該行政区と同レベ

ルの人民審議会が決議した地域建設マスタープランについての承認しなければならな

い。 

 
第 18 条 地域建設マスタープランの修正 

１．地域建設マスタープランは、次のうちいずれかにあてはまる場合、修正を受けるもの

とする： 

(a) 地域の社会経済開発に係る総合計画、それから派生する開発計画、または国防及

び安全戦略が修正された場合、 

(b) 地形、自然、人工、または社会経済の状況が変化した場合。 

２．修正された目標及び修正された地域建設マスタープランを承認する権能は次に規定す

るとおりである： 

(a) 首相は建設省の要請を受け、主要地域並びに複数省にわたる地域に係る修正目標

及び修正地域建設マスタープランについて、関連省庁部門、又は人民委員会若し

くはその両方の意見を取得したのち、それを承認する、 

(b) 省レベルの人民委員会は、それぞれの管轄下の行政区に関して、修正地域目標及

び修正地域建設マスタープランを構成したのち、決議のために人民審議会に提出

する。 

 

以上、広域的な地域計画に関係するものとして、建設法に規定された地域建設マスター

プランの内容を紹介した。参考情報として、本章末には、ここまでに紹介した条文を含め、

建設法の第１章、第２章の全文（英訳版）を掲載した。 
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■関連法令 

2005 年 1 月、ベトナム政府は、建設法に準じ、建設マスタープランに係る 2005 年政令第

08 号 ND-CP を公布した。政令の第 2 章第 1 節は、地域建設マスタープランの立案、承認、

及び運用について規定するものである。(参考資料７) 

また、2005 年 8 月 19 日、建設大臣が、2005 年政令第 08 号／ND-CP に準じ、2006 年省令

第 15 号／TT-BXD を公布した。省令は建設マスタープランの立案、評価（アセスメント、ア

プレイザル）の指針を示したものである。(参考資料７) 

 

③代表的な地域計画 

■ベトナムの都市・地域計画の方向性：広域計画への関心の高まり 

５年程前まで、ベトナムの都市・地域計画の焦点は、どちらかというと省、市レベルに

開発計画にあてられていた。しかし今日では、広域的な計画づくりに関心が高まっており、

今後 2010 年、2020 年をめざした計画づくりでは、各省・市個別の計画をまとめあげた、

複数地域を単位とする地域計画の策定を進めたい、というのが NIURP の見解である。なお、

ベトナムの空間的発展がめざす方向性として、日本等を先例として、臨海地域での都市づ

くりを進めてゆきたい、というのも NIURP の見解である。（参考資料２） 

広域的な地方計画に相当するものとして、ベトナムでは６地方の空間計画があるという

(参考資料２)。それらの中で、最も大きなテーマとなっているのはハノイ首都圏の計画だと

いうことであり(参考資料２)、以下では、この計画を含め、３つの広域的な計画について紹

介する。  
 

■ハノイ首都圏の計画 

首都圏など大都市圏の地域建設計画の策定作業は建設省が行う。首相が首都圏の行政区

域内の地域建設計画の承認権限を有する。（「各国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

ハノイ首都圏においては、現在、2006～2020年を計画期間とする「ハノイ首都圏総合建

設計画」の計画案の作成が、NIURPにより進められている。（「各国の国土政策の概要－ベ

トナム－」参照） 
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ハノイ首都圏総合建設計画の策定システム 

Ministry of Planning 
and Investment

Comprehensive socio-
economic  development for 
Hanoi City and  provinces in 
Focal Development Region in 
the Northern Part,

People Committee of Hanoi 
city
People Committee of Hà 
Tây province

Ministry of 
Construction

Regional Plans for Focal 
Development Region in the 
Northern Part, Red Delta 
River, Northern East part, 
Northern West part

People Committee of  Hoa 
Binh province
People Committee of Vinh 
Phuc province

Other ministries in 
line

Strategy for sectoral 
development in the region

People Committee of Bac 
Ninh Province
People Committee of Hung 
Yen Provinve
People Committee of Ha 
Nam Province

Steering commitee for Regional Planning for Hanoi Capital Region

Comprehensive Construction Regional Planning for 
Hanoi Capital Region

Prime Minister

 

出所：本報告書「各国の国土政策の概要－ベトナム－」 

 

以下は、NIURP によるハノイ首都圏の地域計画案の抜粋である。 

◇ハノイ首都圏の範囲（参考資料２、７） 

－ハノイ市及びその周囲の７省（ハータイ、バクニン、ヴィンフック、ハナム、ハイズオ

ン、 フンイエン、ホアビン）で構成される約 150km（ハノイ市～ハロン湾の距離） 

－総面積：13,377k ㎡（北部主要経済地域の 87.51％、全国の 4.06％に相当） 

－人口：12,052,000 人（都市人口 2,763,000 人、1,740,000 人がハノイ居住） 

※NIURPの調査範囲は、紅河デルタ及び北部経済重点地域に該当するハノイ市の100㎞圏。

この範囲で、ハノイ首都圏に最も影響を与える都市は、ハロン市（クワンニン省）およ

びハイフォン市。 

 

◇検討の視点概要（参考資料２） 

－首都圏は、ベトナムにおいて経済的・文化的に重要で、国際的な影響（中国南部、東南

アジア、太平洋）も検討している。 

－発展軸には、東西回廊（中国昆明～ハノイ～ハロン湾を結び、ハノイ市の環状線に連な

る）、国道１号線の軸（製鉄所～ハノイ～繊維産業集積地を結ぶ）がある。内陸水路沿

いの開発予定地もある。 

－将来の産業配置計画の中心はハイテク産業で、ハノイより西方のハイテクパーク群を中

心に、電子産業、自動車産業（組み立て）等の複数の産業クラスターを形成したい。 
－観光産業の発展戦略（自然を楽しむ、世界遺産を楽しむ）にも力を入れ、緑のある観光
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名所をつくりながらハノイの環境を守るひとつの手段としたい。 
 

ハノイ首都圏における都市地域形成の現況 

 

出所：参考資料７ 

 

◇ハノイ首都圏の地域構成（案）（参考資料７） 

展望 

－ハノイ首都圏は、東南アジアおよび太平洋地域の経済文化に重要な役割を果たす経済お

よび政治の中心である 

－ハノイ首都圏はベトナムの科学、歴史、観光の中心であるとともに、活力ある開発地域

および先進的投資環境であり、同時に、質の高い都市・地域居住環境と自然環境の持続

性を有している。 

目標 

－政治と行政の中枢について、ベトナムを先導する近代的システムを定着させる 

－首都ハノイを、多機能を有する地域の中心として確立させ、また、その立地上の優位性

を活用し、地域間交通網、科学調査センター、R&D 機関、国際観光ネットワーク、近代的

かつ先進的な基盤設備、歴史文化センターなどの、複合近代センター組織として確立さ

せる。 

－開発産業地区および輸出業者のネットワークを基礎とする主要な経済軸を作り上げる。

都市地域の現状 

 

 

首都

市 

村

町 
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農村部に、速やかに、ハイテク産業ゾーン、専門産業ゾーン、分野別産業集中ゾーン、

中小規模産業ゾーンのなかでも特に手工業および伝統文化の集積地を構築し、生産物の

多様化と就労機会の創出を導く。 

－東南アジアにおける突出した役割を果たす金融、商業、銀行、観光、株式市場、社会基

盤施設の中心地を構築する。ハノイを中心都市とする、国内・国際観光センターを築く。 

主要方針 

－ハノイ首都圏は、多心型の都市拡大の中心として、優先して開発するものとする。各省

の都市核がそれぞれバランスのとれた極となるように、ハノイや核都市と、周辺の省を

つなぎ合わせる。 

－核都市については、商業の開発に重点を置き、金融サービス、ハイテク産業ゾーン、調

査機関、並びに観光サービスによってベトナムおよび地域の多機能中枢を構成する。 

－各省の都市核については、周辺の産業・サービスセンターと連携をとることで都市開発

投資を誘発し、また、核都市に連絡する交通網を積極的に開発することにより、都市施

設の開発に重点を置き、ハイズオン、ホアビン、ヴィンイェンに地域の都市核をつくる。 

－主要地域については、産業サービスと経済の整備に重点を置く。特にハイフォン市並び

にクワンニン省などと連携する地域について行う。 

－ハノイは、急速に都市化する都市であり、2020年までに地域の都市人口の60～65％を抱

えることになると予測されている。人口予測は1400万人～1450万人となっている。その

内訳は、核都市が250-300万人、衛星都市が30～50万人、大規模な都市核が180~220万人、

中小規模の都市核が150～180万人、新規都市区域が180～200万人である。 

核都市の空間計画 

－人口規模 250～300 万人（既成市街地） 

－紅河の北部について、国際輸送網およびノイバイ国際空港の業務地区と連携して、商業

及び金融の事業所を集積させる開発を重点的に行う。 

－都市核の開発を規制し、文化、歴史的な遺跡、並びに緑地帯を保護し、密集を制限し、

西湖西部を大きな文化観光娯楽地区として開発する。 

－ハイテク、近代的、無公害などの基準により、産業投資を選別する。 

周辺都市地域についての配置計画 

－大規模な中心核に対する住宅供給を行うため、半径20～25㎞以内に周辺中心都市地及び

居住地域を配置し、密接に連携するようにする。 

－国土交通網に結びつく地域にする。 

－開発軸に沿った既存の村や小規模都市の中心部の連携によって人口 3～5万人の衛星都市

を構築する。 

－紅河地域、西湖地域、コーロア地域、ソクソン地域において、グリーンベルトを構成す

る。 
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ハノイ首都圏地域計画(案) 

 

出所：参考資料７ 

 

 

■ホーチミン都市圏の計画 

ホーチミン市とその周辺７省も NIURP の研究対象とされている。主な検討方針は以下の

通りである。（参考資料２） 
－ホーチミンとカンボジア、メコンデルタ、海など各方面を結ぶ道路に沿って投資が計画

されており、サービス産業、工業の開発はこれらの軸上に展開させる。 

－ホーチミンの第一、第二等の環状線計画を実現する。ホーチミンの場合は、それらの環

状の軸上に川があり橋が要る。なお、環状線ルート上に海があるため、環状軸は閉じな

い（完結しない）。 

－ホーチミン中心部の過剰発展を緩和するために、衛星都市など外側の開発（サービス産

業導入など）を推進する。あわせて、ホーチミンの周りの川、みどりを計画的に保護す

る。 

－新たにテンハイ（メコン川河口部）で国際空港を建設する。そして、それを核に、川の

両側を開発する。 
 

主 要 投 資 プ ロ ジ ェ ク ト 地 域 の 配 置 構 成

観 光 の 核開 発 の 方 向 性
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■中部の計画 

中部において、首相の承認を得て開発に関し特別のルールが適用される「経済重点地域」

（経済区）には、外資がすでに 100 億ドル以上の投資を登録しており、投資案件では 280
件、そのうち稼動済みのものは 60 件に上る現状にある。NIURP の整備の視点は以下の通

りである。（参考資料２） 
－既存の経済重点地域としてチャンメイ（27,000ha）、ズンクワット（同）、チュライ

（10,000ha）、ドンハ（27,000ha）があるが、これらに加え、海岸線沿いに開発を行う。 

－すでに完成しているラオス・タイ・カンボジアと海を結ぶ東西回廊に加え、南北を結ぶ

高速道路の整備の実現をめざす。東西、南北の軸が揃うことで、中部の将来発展が期待

できる。東西回廊の出口にあたるベトナムの海沿いを整備することは、東西回廊の西側

諸国にとっても意味があると考えられる。 

 
■ハノイ北西部山岳地域の計画 

この地域は、国道・国境を守る上で、また中国との経済交流上重要性を持つ。少数民族

が多く、経済的にさほど豊かでない地域のため、政府には、生活水準を高める上で地域内

の都市を発展させる政策があり、75 都市が NIURP の研究対象である。NIURP による地域

整備の視点は以下の通りである。（参考資料２） 
－それらの都市とハノイを結ぶ道路とともに、それらの都市相互を結ぶ道路を整備・拡張

する。 
－この地域の開発を、ハノイへの負担を極力軽くする手段と考える。 
－ふたつの東西回廊（昆明－ハイフォンを結ぶルートと北西部山岳地域（ファンチュ？）

とハノイを結ぶルート）を中心に道路、鉄道の整備、産業開発を進め、ベトナム、中国

ラオスの経済協力にそれなりの役割を果たすような地域にする。 
－海岸線の都市整備を考える。 
 

④都市・地域計画の背景にある主要課題 

国家的な政策対応の必要性に関わる主要な都市問題としては、以下があげられる。（「各

国の国土政策の概要－ベトナム－」参照） 

- 都市化に関する包括的な認識の不足 
- 経済・技術的資源の不足、経済成長が人口増加に追い付いていない 
- 人口分布の状況 
- 都市農地の減少と食の安全のための集中的な農地利用 
- 人口分布の空間構造の不均衡 
- 都市化のプロセスと都市開発は各地域の自然と人間の生態環境に適切ではなかった 
- 労働力の技術力の低さ 
- 貧しい都市インフラが都市開発の水準を満たしていない 
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- 都市管理の脆弱性。都市開発の質より量が重んじられてきた 
 

④都市・地域計画にかかるその他の入手情報（DSIヒアリング結果より） 
現行の計画・制度の内容、主要な地域の計画づくりへの取り組み状況、主要な都市整備

課題についての情報は上記の通りであるが、国内の大部分の都市・地域計画の立案を担当

する NIURP へのヒアリングから得られた、それ以外の計画事情に関する情報として、以下

のものがある。（資料２） 

■計画づくりにおいて企業の立地意向との調整を図る工夫 

５年程前までは、各省・市の人民委員会が個別に外資・国内の投資の導入を図っており、

企業進出のきっかけは各人民委員会のインセンティブの手厚さ次第、という面があった。

また、そうした個別な誘致活動の結果として、投資が主要道路沿いに集中し、交通渋滞が

発生し、立地企業が不利な立場に立たされる、という問題も出ていた。こうした問題に手

を打たなければならないという認識を背景に、NIURP は、企業の投資がバランスの取れた

持続可能な方法で行われるよう、都市・地域計画的な対応をとることをめざしている。例

えば、ハノイ首都圏では、ハイテク産業に対してはハノイの西側、輸出産業に対しては港

に近い東側への立地を勧め、あわせて立地に際して守るべき条件も付す（排出制限など）。

また、NIURP の立てる計画が企業の希望を反映したものになるようになるよう、セミナー

等を通じ、NIURP の計画方針を企業や海外の専門家に伝え、それに対するコメントを受け

ることを行っている。世銀や JICA の関係者、企業などを集めて意見を聞き、それを反映し

てまとめたハノイ首都圏計画はそうした方法をとった例である。 
■各省・市の投資誘致意向を調整し、その結果の実現を図る役割を持つ、地域計画の法的

位置づけ・拘束力 

都市・地域計画の根拠法となる建設法において、複数の省・市を対象にする地域計画は

建設省の所管である、と定めている。実際の計画づくりは、建設省の指示で NIURP が行う。

作られた計画は首相が承認し、決定するため、法的拘束力がある。また、計画づくりは、

通常副首相が委員長を務める（可能性としては首相が務めることもある）ステアリング・

コミッティの指示で進められ、コミッティーのメンバーには、計画の影響を受ける各人民

委員会の長も入る。すなわち、各人民委員会と NIURP が一緒に作業を進めることになるた

め、出来上がった計画を人民委員会が遵守しない、ということはあり得ない。さらに、策

定された地域計画は、当然各省・市のマスタープランに影響を与えることになる。 
■各省・市の社会・経済計画と、地域計画中の産業計画の整合性 

地域計画中の産業計画の作成作業は、地方ごとの産業計画を立てている工業省の発展戦

略研究所と NIURP が一緒に作業を進める。したがって、各地方の社会・経済計画との整合

性はある程度とれている。 
■計画に位置づけのない場所に民間が投資意向を示した場合の規制手段 

厳格に遵守を求める事項は地域計画に記述しておく。それ以外の事項は各地方の人民委
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員会が、状況や企業の申請内容を判断し、認めるかどうか決める。人民委員会が判断に迷

う場合は、建設省に意見を求めてくることもある。 
■日本から得たい国土計画情報 

以下のような情報入手への関心が示された。 
－首都圏（あるいは東京圏のレベル）の広域的な管理、地域計画の研究・策定・運用

の体制（国と都県市の役割分担・連携、特別な機関の存在）について知りたい 

－アジアにあり、かつベトナムと同じく太平洋に面する日本の都市・地域計画の法制

度整備の経験、事例について学びたい 
－日本の都市・地域計画、特に東京（圏）の開発計画について学びたい 
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【参考】建設法第１章、第２章の全文（英訳） 
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